
第1回　サマータイム委員会

日時　2026年　1月22日(木)
場所　商工会議所　議員サロン

次　　第

1、サマータイム委員会について

2、サマータイムの定義　　

3、導入事例と実績　

4、メリットとデメリットの調査・検討　　

5、導入までのプロセス

＊参考資料あり

～参考資料～

検討テーマ整理（サマータイムの定義）
サマータイムという言葉には、異なる2つの考え方があります。

①DST（Daylight Saving Time）
・国や地域単位で、標準時を季節的に進める制度（1時間）
・全国的な制度変更が必要であり、市町村単位での導入は困難
・健康影響、システム改修、対外的な時刻調整などの課題が大きい

②勤務時間前倒し（サマータイム勤務）
・時間は変更せず、勤務開始、終了時刻を早める運用
・時差出勤やフレックスタイム制度の拡張として実装可能
・自治体単位で導入ができる



過去の国策としての導入（廃止済み）
時期: 1948年～1951年（夏時刻法）。

目的: 戦後の電力不足対策、資源節約、健康増進。

結果: 残業増加などの問題で1952年に廃止。 

近年の企業での導入事例（朝型勤務・時差出勤など）
デンソー:   2015年から夏の定時を1時間前倒しする「朝方勤務制度」を導入。メリハリある働き方を推進。

ファミリーマート: 2023年夏に約2ヶ月間、終業時間を1時間繰り上げ。電気代高騰対策と節電が目的。

KDDI :節電のため、在宅勤務、早朝出社＋在宅勤務など複数のパターンを社員が選択できる仕組みを導入。

　　　オフィス負荷軽減と省エネを両立。

損保ジャパン日本興亜: 業務効率化と人材力向上を目指し、朝型勤務と並行して「No ミーティング Day」

　　　や「オフィスアワー」　　　などを導入。 



（考えられる、メリットとデメリット）

メリット
・暑熱環境での業務負担軽減
・朝型業務による意思決定、事務処理の効率化
・通勤混雑の緩和
・夕方時間の有効活用による生活の質向上
・柔軟な働き方を推進する自治体としての評価向上
・可処分時間ぞうかによる地域経済の後押し

デメリット
・保育、学校、家庭生活との時間調整が必要
・取引先との業務時間の理解と調整
・早出、残業管理などの労務管理の複雑化
・運用しだいでは労働時間が実質的に増えるリスク

MEMO


